
 聖籠町観音の湯ざぶーん館条例の一部を改正する条例をここに公布す

る。 

  平成２８年９月１４日 

                  聖籠町長 渡邊 廣吉 

聖籠町条例第１８号 

   聖籠町観音の湯ざぶーん館条例の一部を改正する条例 

 聖籠町観音の湯ざぶーん館条例（平成１７年聖籠町条例第１８号）の

一部を次のように改正する。 

 第１０条第２項及び第３項を次のように改める。 

２ 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、ざぶーん館の利用の向上

に資すると町長が認めるときは、規則で定めるところにより利用料の割

引をすることができる。 

３ 指定管理者は、規則で定めるところにより利用料の全部又は一部を

免除することができる。 

別表を次のように改める。  



別表（第１０条関係）  

１ 温泉棟施設  

利用区分  利用の単位  利用料の額  

大人  

（中学生以

上）  

小人  

（４歳以上

小学生以下） 

入浴休憩  一般町民１人につき  ５５０円  ３５０円  

一般町民外１人につき  ７５０円  ４５０円  

貸席  大部屋  

 

１室３時間まで  

１時間増すごとに２，５００円を加

算する。  

８，０００円  

中部屋  １室３時間まで  

１時間増すごとに１，５００円を加

算する。  

５，０００円  

小部屋  １室３時間まで  

１時間増すごとに１，０００円を加

算する。  

３，０００円  

備考  

１ 町民は、聖籠町の区域内に住所を有する者（法人を除く。）をいう。  

２ 入浴・休憩利用料の額は、フェイスタオル及びバスタオル付きで、入

湯税及び消費税を含めたものとする。  



２ 宿泊棟施設  

利用区分  利用の単位  

（１室につき） 

利用料の額  

大人  

（中学生以上）  

小人  

（小学生以下）  

和室  宿泊    １人につき  １人につき  

１人利用  ７，３５０円  小学生は上記金額の７０パー

セントとし、小学生未満の幼

児は寝具を使用した場合のみ

上記金額の５０パーセントと

する。  

２人利用  ６，３００円  

３人利用  ５，７７０円  

４人利用  ５，２５０円  

貸席  ２時間まで  ３，０００円  

洋室  宿泊    １人につき  和室に同じ  

１人利用  ７，３５０円  

２人利用  ６，３００円  

３人利用  ５，７７０円  

和洋室  宿泊    １人につき  和室に同じ  

１人利用  ９，４５０円  

２人利用  ８，４００円  

３人利用  ７，３５０円  

４人利用  ６，８２０円  

５人利用  ６，３００円  

６人利用  ５，７７０円  

７人利用  ５，２５０円  

貸席  ２時間まで  ５，０００円  

広間  貸席  １室３時間まで  

１時間増すごとに２，５０

０円を加算する。  

 

８，０００円  

浴室  貸風呂  1室1時間まで  ２，０００円  

備考  

宿泊利用料の額は、浴衣、フェイスタオル及びバスタオル付きで、入湯



税及び消費税を含めたものとする。  

   附 則 

この条例は、平成２８年１０月１日から施行する。 


